
テレワーク活用・働く女性応援助成金
（テレワーク活用推進コース）説明会のお知らせ

助成金申請をお考えの企業の皆様を対象に、説明会を定期的に開催しております。
説明会では、本助成金の概要や申請時の注意点等をご説明いたします。開催日、開催
場所等の詳細はホームページにて随時ご案内いたします。
説明会に参加希望の方は、下記の電話番号にてお申込みください（会社名・ご担当

者様のお名前・来訪予定人数をお知らせください）。

事前相談について（予約制）

予定されている事業が当助成金の対象になるかどうか事前相談をご希望の場合は、
事前に下記電話番号にて来訪日時をご予約のうえ、ご来訪ください。
事前相談の際は、具体的な事業内容がわかるもの（システム構築図、見積書等）を

必ずご持参ください。

＜問い合わせ先＞

公益財団法人東京しごと財団雇用環境整備課

https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/index.html
【所 在 地】〒101-0065 千代田区西神田3-2-1 住友不動産千代田ファーストビル南館5階
【電話番号】０３－５２１１－２３９７

【受付時間】9：00～17：00（12：00～13：00を除く）※土日祝日、年末年始を除きます。

交 通 ア ク セ ス

・「九段下駅」出口５より徒歩４分

・「神保町駅」出口A2より徒歩５分

・「水道橋駅」西口より徒歩９分

令和元年度版（平成31年度版） テレワーク活用・働く女性応援助成金【テレワーク活用推進コース】申請の手引き
令和元年６月発行
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令和元年度（平成31年度）テレワーク活用・働く女性応援助成金 
テレワーク活用推進コース 申請の手引き

 事業所一覧 ･･････ 47

■「テレワーク活用・働く女性応援助成金」のご案内は、（公財）東京しごと財団（雇用環境整備課）のホームページでも

ご覧いただけます。

https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/index.html
■当助成金については「説明会」および「事前相談」を実施しています。詳細は裏表紙をご参照ください。
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■助成金申請等に関する各種様式は、以下のホームページからダウンロードすることがで

きます。 

申請書類等をご準備の際には、以下のホームページ内「よくあるお問い合わせ」もあわ

せてご確認ください。 

（公財）東京しごと財団（雇用環境整備課）ホームページ 

https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/index.html

■事業計画書兼支給申請書（様式第 1-1 号、様式第 1-2 号）にご記入いただく「業種」は、

以下のとおりです。リストから選択をして入力をしてください。 

日本標準産業分類（大分類）一覧 

業貸賃品物、業産動不Ｋ業林、業農Ａ

業スビーサ術技・門専、究研術学Ｌ業漁Ｂ

Ｃ 鉱業、採石業、砂利採取業 Ｍ 宿泊業、飲食サービス業 

業楽娯、業スビーサ連関活生Ｎ業設建Ｄ

業援支習学、育教Ｏ業造製Ｅ

Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業 Ｐ 医療、福祉 

業事スビーサ合複Ｑ業信通報情Ｇ

）のもいなれさ類分に他（業スビーサＲ業便郵、業輸運Ｈ

）く除をのもるれさ類分に他（務公Ｓ業売小、業売卸Ｉ

業産の能不類分Ｔ業険保、業融金Ｊ

主な提出書類 記入例 
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（テレワーク活用推進コース） 
様式第２号（第８条関係） 

誓 約 書 

公益財団法人東京しごと財団理事長  殿

 私は、テレワーク活用・働く女性応援助成金支給要綱テレワーク活用推進コース第８条の規
定に基づく助成金の支給申請を行うにあたり、以下のことを誓約します。（□欄にチェックして
ください。） 

□ 支給申請日の前日から起算して過去５年間に、重大な法令違反等はないことを誓約します。 

□ 労働関係法令を遵守していることを誓約します。 

□ 従業員に支払われる賃金が、就労する地域の最低賃金額（地域別、特定（産業別）最低賃金額）
を上回っていることを誓約します。 

□ 固定残業代等の時間当たり金額が時間外労働の割増賃金に違反していないこと、また、固定残業
時間を超えて残業を行った場合は、その超過分について通常の時間外労働と同様に、割増賃金が
追加で支給されていることを誓約します。 

□ 法定労働時間を超えて従業員を勤務させる場合は、「時間外・休日労働に関する協定（36 協定）」
を締結し、遵守していることを誓約します。 

□ 平成 31年４月以降、労働基準法第３６条第６項第２号（月 100時間未満）及び第３号（複数月平
均 80 時間以内）に定める限度を超える時間外・休日労働を行っている従業員がいないことを誓約
します。 

□ 支給申請日の前日を起点として過去１年間に年 720時間を超える時間外・休日労働を行っている
従業員がいないことを誓約します。 

＊ 改正労働基準法では、時間外・休日労働の原則は年 360時間です。 

□ 労働基準法第３９条第７項（年次有給休暇について年５日を取得させる義務）に違反していない
ことを誓約します。 

□ 厚生労働大臣の指針に基づき、セクシュアルハラスメント等を防止するための措置を取っている
ことを誓約します。 

□ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第１項
に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第１３項に規定する接客
業務受託営業及びこれらに類する事業を行っていないことを誓約します。 

＊ 接待飲食店営業のほか、パチンコ、ゲームセンター等の遊技場営業を行っている事業主は申請
できません。 

□ 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員について、東京都暴力団排除条例第２条
第２号に規定する暴力団、同条第３号に規定する暴力団員又は同条第４号に規定する暴力団関係
者（以下「暴力団員等」という。）に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを誓約し
ます。 
あわせて、知事が必要と認めた場合には、暴力団員等であるか否かの確認のため、警視庁へ照

会がなされることに同意します。 
＊ この誓約書における「暴力団関係者」とは、以下の者をいいます。 

・暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する法人等に所属する者 
・暴力団員を雇用している者 
・暴力団又は暴力団員を不当に利用していると認められる者 
・暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められる者 
・暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者 

□ 本助成金の申請に当たって提出する書類の写しはすべて、原本と相違ないことを誓約します。 

□ 同一の事由で国、都または区市町等からの給付金や助成金を併給していないことを誓約します。

令和 元 年 ７ 月 １ 日
本誓約書の内容に虚偽や不正があった場合は助成金の申請を取り下げます。助成金支給後に発覚

した場合は助成金を返還します。 

企業等の所在地  東京都千代田区飯田橋三丁目１０番３号
企 業 等 の 名 称  株式会社○○○
代 表 者 役 職  代表取締役
代 表 者 氏 名  東京 太郎            ㊞

必ず内容を確認し、左の□に 

☑を記入してください

提出日（来所日）を記入してください

所在地および名称は法人登記簿どおりに

記載のうえ印鑑登録印を押印してください 
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様式第４号（第１０条関係） 

令和元年９月２日

公益財団法人東京しごと財団理事長 殿

企業等の所在地 東京都千代田区西神田三丁目２番１号

企 業 等 の 名 称 株式会社○○○

代表者役職・氏名 代表取締役 東京 太郎     印

変 更 承 認 申 請 書

テレワーク活用・働く女性応援助成金支給要綱テレワーク活用推進コース第１０条の規定に

基づき、下記のとおり、事業計画を変更したく、関係書類を添えて申請します。

記 

 １ 変更する助成事業 

      テレワーク機器導入事業 

２ 変更の内容 

   所在地の変更 

   【変更前】東京都千代田区飯田橋三丁目１０番３号

   【変更後】東京都千代田区西神田三丁目２番１号

    ※移転日 令和元年８月１日 

３ 変更の理由 

   移転のため 

※助成事業の変更部分を分かりやすく記載すること。 

※必要に応じて、変更後の事業計画書を添付すること。 

※変更内容等を証明できる書類がある場合は、その書類を添付すること。 

所在地および名称は法人登記簿どおりに記載してください

提出日を記入してください

印鑑登録印を押印してください

申請した助成事業名を記載してください 

（テレワーク機器導入事業またはサテライトオフィス利用事業）

所在地変更の場合は、次の書類を添付してください 

○商業・法人登記簿謄本（履歴事項全部証明書） 

○印鑑登録証明書 

○移転日が分かる書類（移転通知 等） 

印
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該当する項目にチェック
をつけてください
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・テレワーク対象者5人（在宅勤務2人、モバイルワーク3人）に対し、1人1台のパソコンを貸与し、在
宅勤務者（デザイン業務）が社内サーバーに安全にアクセスできるシステム環境を構築するとともに、
顧客管理クラウドシステムを導入した。
・デザイン業務の社員は、家庭の事情にあわせて、半日単位または１日単位で週に1～2回程度在宅勤務
を行った。
・営業職の社員3人は、顧客先等へ外出する際に、常に貸与されたパソコンを持参することで、外出先
で顧客先情報の更新や業務報告書の作成が可能になった。
・テレワーク規定を整備し、労働基準監督署に届出をした。
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1 稼働実績確認期間（助成対象期間中の任意の１か月）

提出日（来所日）を記入してください。

「実績報告書」（様式第9-1号）と同日となります。

テレワーク対象者１人につき、月4日以上のテレワーク勤務実績が必要です

（募集要項「申請の手引き」P5 5事業計画策定のﾎﾟｲﾝﾄ参照）
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様式第１２号（第２２条関係） 

令和○年○月○日

公益財団法人東京しごと財団理事長 殿

企業等の所在地 東京都千代田区西神田三丁目２番１号

企 業 等 の 名 称 株式会社○○○

代 表 者 役 職 代表取締役

代 表 者 氏 名 東京 太郎 

助成金請求書兼口座振替依頼書

令和○年○月○日付（○東し雇第○○○号）をもって確定通知のあった助成事業につい

て、テレワーク活用・働く女性応援助成金支給要綱テレワーク活用推進コース第２２条第

１項の規定により、下記のとおり請求します。

  助成金については、下記２の口座への支払いを依頼します。

記

１ 助成金請求額        金  ○○○，○○○  円

２ 口座振替依頼書

○○○   銀  行 ・ 信用金庫

信用組合 ・ 農  協

○○○ 店 ・ 支店

その他（       ）

普通預金 ・ 当座預金

その他（      ）
○○○○○○

（ﾌﾘｶﾞﾅ）ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ○○○

株式会社○○○

助成額確定通知書を受領後に、郵送してください

提出日を記入してください

「助成額確定通知書」に記載の 

日付・文書番号・助成額を記載してください

所在地および名称は法人登記簿どおりに記載してください

印

印鑑登録印を押印してください
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（別紙） 

令和  年  月  日 

事 業 所 一 覧

● 都内事業所 

事 業 所 の 名 称 所  在  地 
常用 

労働者数 

男女内訳

男性 女性 

本社 東京都千代田区飯田橋３－１０－３ ○人 ○人 ○人

三鷹支店 東京都三鷹市○○△－△－△ ○人 ○人 ○人

計 ○人 ○人 ○人

● 都外事業所 

事 業 所 の 名 称 所  在  地 
常用 

労働者数 

男女内訳

男性 女性 

埼玉支店 埼玉県大宮市○○△－△－△ ○人 ○人 ○人

計  ○人 ○人 ○人

【記入上の注意】 

①都内事業所は、雇用保険適用事業所に限らず、常用労働者が勤務するすべての事業所の名称・所在地を 

ご記入ください。（事業所数が多い場合は別紙でも可。別紙の場合は様式自由） 

②必要に応じて行を追加してください。 

提出日（来所日）を記入してください

常用労働者数の合計（都内事業所＋都外事業所）は、 

事業計画書兼支給申請書に記載の常用労働者数と 

一致させてください
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都内
中堅・中小企業向け

助成金
各事業

最大250万円

テレワーク導入を
応援します!

テレワーク活用・働く女性応援助成金

家庭と仕事の両立のため、外出先や自宅でできる業務範囲を増やしたい、そのためにはテレワーク用PCや
ネットワーク環境を整えたい。男女ともに勤務時間や場所を固定しない柔軟な働き方をめざしたい。

テレワーク活用推進コーステレワーク活用推進コース

在宅勤務用・モバイル勤務用PCの
  　購入やネットワーク環境の整備

【テレワーク機器導入事業】 【サテライトオフィス利用事業】

サテライトオフィスの利用

公益財団法人 東京しごと財団　雇用環境整備課
〒101-0065　東京都千代田区西神田3-2-1　住友不動産千代田ファーストビル南館５階

TEL：03-5211-2397 【受付時間：平日9：00～17：00（12：00～13：00を除く）】

会社のサーバに安全に接続できる環境を整え、在宅
勤務や外出先での仕事を可能に。家庭と仕事の両立
をめざそう！

サテライトオフィスの活用で、営業活動の移動中など
に立ち寄って作業が可能に。残業時間や移動時間の
削減につなげよう！

在宅勤務、モバイル勤務等を可能とする情報通信機器等の導
入によるテレワーク環境の整備

【助成対象事業者】
常時雇用する労働者が２名以上かつ999名以下で都内に本社または事業所を置く中堅・中小企業等。　※他要件あり

サテライトオフィスでのテレワーク導入に伴う民間サテライト
オフィスの利用

【助成対象経費の例】
●モバイル端末等整備費用　　●ネットワーク整備費用　
●システム構築費用　　　　　 ●関連ソフト利用料　
●上記環境構築を専門業者に一括委託する経費

【助成金上限・助成率】　限度額：250万円（助成率１/２） 【助成金上限・助成率】  限度額：250万円（助成率１/２）

【助成対象経費の例】

●民間サテライトオフィスの利用に係る経費

助 成 金 申 請 受 付

申請書類受付・
お問い合わせ先

申請書類提出 電話予約期間

申 請 書 類 提 出 期 間

https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/募集要項・申請様式は右記ホームページからダウンロード可。

多様な働き方実現に向けた

助 成 対 象 期 間 支給決定日以後、令和3年3月末日まで

申 請 受 付 方 法 事前に来所日を電話予約（必要）の上、申請書類一式をご持参のうえ下記へ提出してください

平成31年4月22日（月）～令和2年3月24日（火）まで
平成31年4月22日（月）～令和2年3月31日（火）まで

テレワーク導入を
応援します !



テレワーク活用・働く女性応援助成金

技術職や営業職の女性を増やしたいが、
女性のための専用設備がない…。

女性の工事作業員を増やしたいが、
応募をかけても採用にいたらない…。

女性専用トイレ・更衣室・
休憩室の整備

助成対象 助成対象費用の例 助成金上限・助成率

女性専用仮眠室・
シャワー室の整備

職場環境を整備し、積極的に女性を採用することで、職
域拡大につなげよう！
例）男女共用トイレを女性専用トイレに整備 等

女性が働きやすい魅力ある職場環境にすることで
応募を増やし、採用につなげよう！
※仮眠室・シャワー室は、業務上必要な場合のみ可

女性の新規採用・職域拡大を目的とし
た設備等の職場環境の整備

●トイレ　 ●更衣室　●休憩室　 ●シャワー室　
●ベビールーム（子ども連れで出勤した場合の
　授乳・オムツ替えなどのスペース）　
●ロッカー(原則、女性更衣室に設置)　●仮眠室
●工事現場に設置される仮設トイレ等の整備費用

【助成対象事業者】
常時雇用する労働者が２名以上かつ300名以下で都内に本社または事業所を置く中小企業等。　※他要件あり

限度額

500万円

（助成率2/3）

都内
中小企業向け
助成金

最大500万円

女性の職域拡大を目的に

※女性が少ない職種に新規に採用計画
　がある都内中小企業が対象

職場の環境整備を
応援します!
職場の環境整備を
応援します!

女性の活躍推進コース

公益財団法人 東京しごと財団　雇用環境整備課
〒101-0065　東京都千代田区西神田3-2-1　住友不動産千代田ファーストビル南館５階

TEL：03-5211-2397 【受付時間：平日9：00～17：00（12：00～13：00を除く）】

助 成 金 申 請 受 付

申請書類受付・
お問い合わせ先

申請書類提出 電話予約期間

申 請 書 類 提 出 期 間

https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/募集要項・申請様式は右記ホームページからダウンロード可。

助 成 対 象 期 間 支給決定日以後、令和3年3月末日まで

申 請 受 付 方 法 事前に来所日を電話予約（必要）の上、申請書類一式をご持参のうえ下記へ提出してください

平成31年4月22日（月）～令和2年3月24日（火）まで
平成31年4月22日（月）～令和2年3月31日（火）まで











皆 さ ま の ご 来 所 を お 待 ち し て お り ま す

働き方改革やテレワーク推進に役立つ
セミナーを毎月開催。導入活用の留意
点や事例紹介、先端技術を使った取組
などをご紹介します。 

テレワーク活用のメリットやシーンの紹
介、情報共有・会議・勤怠管理等に役立
つシステムを比較体験できるツアーを毎
日予約制にて開催しています。

テレワークの導入・運用に取り組んでい
る企業と、テレワークや在宅勤務で働き
たい方をマッチングする企業説明会等
を開催します。

東京テレワーク推進センターでは、セミナーや体験会を多数開催しています。

テレワークセミナー 体験ツアー マッチングイベント

労務管理や情報セキュリティなど、広くテレワークに関する相談
をお受けするほか、時間外労働等改善助成金（テレワークコー
ス）や労務管理の訪問コンサルティングのご案内もしています。

「東京テレワーク推進センター」は、東京都と国がテレワークの普及を推進することにより、
企業における優秀な人材の確保や生産性の向上を支援するために設置したワンストップセンターです。

TOKYO働き方改革宣言企業制度や、ライフ・ワーク・バランス
推進に向けた支援策等をご紹介します。
テレワーク導入時に活用できる助成金のご案内もしています。

テレワーク相談コーナー（厚生労働省委託事業） 【併設】TOKYOライフ・ワーク・バランス推進窓口

TELEWORK Seminar Exper ience Tour Matching Event

TEL：0120-970-396 TEL：03-3868-3401

〒112-0004  東京都文京区後楽二丁目3番28号K.I.S飯田橋ビル6階
営業時間：平日9時～17時（国民の祝日、年末年始を除く）

テレワークや働き方改革に関連する
お役立ち情報を平日毎日発信しています。
フォローといいね！をお願いします！

最寄駅
飯田橋駅

Web

都営大江戸線「C 3 出 口」より徒 歩2分
JR中央総武線「東 口」より徒 歩4分
東京メトロ東西線「A 1 出 口」より徒 歩4分

TEL：03-3868-0708
Mail： info@tokyo-telework.jp

営業時間 ： 平日9時～17時（国民の祝日、年末年始を除く）

お問合せ

h t t p s : / / t o k y o - t e l e w o r k . j p /

詳しくはホームページにてご確認ください

URL：https://tokyo-telework.jp/ホーム
ページ

Facebook
https://www.facebook.com
/tokyotelework/ 

Twitter
https://twitter.com
/tokyotelework 

東 京 テレワ ーク推 進 センタ ー で で き ること

〈 テ レ ワ ー ク が 体 験・相 談 で き る 〉

テレワーク によって必
要な製品やサービスを体験しながら比
較検討ができます。最先端の機器や
ツールも体験いただけます。

01
テレワークの 体験

テレワーク導入企業の事例、テレワーク
に関する書籍や文献、製品やサービス
のパンフレットなどから情報収集がで
きます。

02
テレワークに関する 情報収集

テレワークを活用した人材確保のアド
バイスをはじめ、システムや制度の整
備、社員教育、助成金活用など各種ご相
談いただけます。

03
テレワークに関する 相談





テレワーク活用・働く女性応援助成金
（テレワーク活用推進コース）説明会のお知らせ

助成金申請をお考えの企業の皆様を対象に、説明会を定期的に開催しております。
説明会では、本助成金の概要や申請時の注意点等をご説明いたします。開催日、開催
場所等の詳細はホームページにて随時ご案内いたします。
説明会に参加希望の方は、下記の電話番号にてお申込みください（会社名・ご担当

者様のお名前・来訪予定人数をお知らせください）。

事前相談について（予約制）

予定されている事業が当助成金の対象になるかどうか事前相談をご希望の場合は、
事前に下記電話番号にて来訪日時をご予約のうえ、ご来訪ください。
事前相談の際は、具体的な事業内容がわかるもの（システム構築図、見積書等）を

必ずご持参ください。

＜問い合わせ先＞

公益財団法人東京しごと財団雇用環境整備課

https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/index.html
【所 在 地】〒101-0065 千代田区西神田3-2-1 住友不動産千代田ファーストビル南館5階
【電話番号】０３－５２１１－２３９７

【受付時間】9：00～17：00（12：00～13：00を除く）※土日祝日、年末年始を除きます。

交 通 ア ク セ ス

・「九段下駅」出口５より徒歩４分

・「神保町駅」出口A2より徒歩５分

・「水道橋駅」西口より徒歩９分

令和元年度版（平成31年度版） テレワーク活用・働く女性応援助成金【テレワーク活用推進コース】申請の手引き
令和元年６月発行

テレワーク活用・働く女性応援助成金
【テレワーク活用推進コース】

申 請 の 手 引 き

令 和 元 年 度 版
（平成3１年度版）




